
１ 議  事 

 （１）社会福祉法人の吸収合併に伴う事業承継について 

（２）介護保険事業所の事業譲渡及び廃止にかかる方針について 

２ 開催日時 

平成３０年９月４日（火）１８：３０～１９：３０  

３ 開催場所 

本庁舎８階 ８１会議室 

４ 出席者名 

構成員 中野代表、中村副代表、丸林構成員、熊野構成員、野村構成員 

事務局 地域福祉部長、介護サービス担当課長 ほか６名 

５ 会議の非公開理由 

会議は、不開示情報 (北九州市情報公開条例第７条)に該当する事項について意見交換する

ため、非公開とする。 

６ 会議の内容 

議事１ 社会福祉法人の吸収合併に伴う事業承継について 

詳細は別紙のとおり 

議事２ 介護保険事業所の事業譲渡及び廃止にかかる方針について

（１）事務局説明 

・介護保険事業所の事業譲渡及び廃止にかかる方針について説明 
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社会福祉法人の合併に伴う事業承継審査について

社会福祉法第５０条の規定に基づき、社会福祉法人の合併を認可しました。 

それに伴い、第三次北九州市高齢者支援計画（平成２４年度～平成２６年度）複合型特

別養護老人ホームの公募（再々公募分）（平成２６年３月２８日公募選定結果公表）にて

選定された事業の事業承継審査を実施しました。 

１ 社会福祉法人の合併 

（１）合併後存続する法人 

 北九州市小倉北区萩崎町１番３２号 

 社会福祉法人薫会 理事長 曽我 満美 

（２）合併により消滅する法人 

  北九州市小倉南区沼緑町一丁目１１番２０号 

  社会福祉法人悦和会 理事長 曽我 満美 

２ 事業承継する事業 

（１）対象事業について 

・地域密着型介護老人福祉入所者生活介護 

・認知症対応型共同生活介護 

・小規模多機能型居宅介護 

（２）検討結果  

  吸収合併の登記の日に、吸収合併により消滅する法人の一切の権利承継を条件に事業の

承継を認める。 

別紙 


